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岡山市地域子育て支援拠点事業委託業務企画競争に係る質問に対する回答

岡山っ子育成局子育て支援部

地域子育て支援課

質問事項
（書類名称・ページ・項目など）

質問内容 回答

2024年10月30日

要項１ページ「１ 事業の趣旨・目的」の以下引用

部分をふまえて、要項募集概要の「（2）事業内

容」「（5）契約期間」「（6）委託金額」につい

て

新たな拠点の公募で、「（2）事業内容」「（5）契約期間」「（6）委託

金額」において、すでに岡山市で展開されている42 拠点と比べて異なる点

があれば教えてください。

異なる点がある場合、その理由（今回のプロポーザルにおける市の期待値

などもあれば）を合わせて教えてください。

今回の公募は「一般型」の募集であるため、それに対しての回答です。

（２）事業内容

既設拠点は週5日型、昨年度および今年度募集拠点は週3日型の違いはあります

が、事業内容に違いはありません。

（５）契約期間

いずれも違いはありません。

（６）委託金額

開設日数により委託金額に違いはありますが、週3日型としては違いはありませ

ん。

募集要項 （７）契約保証

応募資格 （２）-ケ

競争入札の経験がなく、自明のことかもしれませんが、お尋ねします。

（7）-① 契約保証金について、およそ5 万円弱になると思いますが、これ

は返却されるものと考えてよろしいでしょうか。

（２）-ケ 岡山市競争入札参加資格について、公募に既定の提出書類での

ご判断ということでよろしいでしょうか。

・契約保証金は、契約金額の10/100以上の金額です。

 また、契約保証金については、契約期間終了後に市の所定の手続きを経て返

還します。

・募集要項５応募手続 （３）応募書類の提出 オ 提出書類に掲載されてい

る書類に不備がないことをもって参加資格と同等とみなします。

６ 審査（２）プレゼンテーション・ヒアリング審

査

ウ プレゼンテーションでの説明内容は，提案書の

記載内容以外の新たな提案及び資料の配布は認めな

い。また，法人名の判別・類推が出来ないように説

明を行うこと。

上記にある「提案書」は、5 ページの１～１６までの提出書類のうちのど

れを指しますでしょうか。

また「法人名の判別・類推が出来ないように」とありますが、これはどの

ような意図で書かれていますでしょうか。

以上に関連して上記指定を満たしたプレゼンテーション用のスライド資料

は当日までに準備すればよろしいでしょうか。

・要項記載のとおり、正本1部及び法人名の判別・類推ができないようにされた

写し（番号の前に〇印がある書類）９部についてが提案書となります。

・法人名の判別・類推が可能となると、審査の公平性が保たれない恐れがある

ため、このように記載しています。

・プレゼンテーション用のスライド資料は当日までに準備が必要です。
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質問事項

（書類名称・ページ・項目など）
質問内容 回答

4

5

6

仕様書２ページ ６ 出張ひろば

地域の実情や利用者のニーズにより，親子が集う場

を常設することが困難な 地域にあっては，市との

協議の上，次の要件を満たすことにより，公共施設

等を活用した出張ひろばを実施することができる。

ア 開設日数は，同一の出張ひろばにおいて週１～

２回，かつ１日５時間以上 とすること。 イ 常設拠

点の職員が，必ず１名以上出張ひろばの職員を兼務

すること。 ウ 年間を通して同じ場所で実施するこ

と。ただし，地域の実情に応じて開設 後に変更し

てもよいが，子育て親子のニーズや利便性に十分配

慮すること。

左記の下線部の記載について、こども家庭庁の「地域子育て支援拠点事業

の実施について（実施要綱）（令和6 年3 月30 日）」では、次のように記

載されています。

「公共施設等を活用した出張ひろばを実施することができるものとし、こ

の場合について別途加算の対象とする。」

現在岡山市にある地域子育て支援拠点のすべてが出張ひろばを開催する必

要性はないと考えますが、高松中学校区で、出張ひろばが必要と市が判断

しているとした場合、今後、加算事業とする可能性はありますでしょう

か。

・岡山市の場合、仕様書の文面より、週に1～2 日常設会場を閉めて利用者に

とって利便性の高い場所で開催することも視野に入れることが可能という理解

でよろしいでしょうか。

⇒応募する常設施設において、週3日以上の開設が必要です。

・加算事業としての可能性

⇒現時点では、出張を加算事業と考えておりません。

仕様書２ページ ６ 出張ひろば

地域の実情や利用者のニーズにより，親子が集う場

を常設することが困難な 地域にあっては，市との

協議の上，次の要件を満たすことにより，公共施設

等を活用した出張ひろばを実施することができる。

ア 開設日数は，同一の出張ひろばにおいて週１～

２回，かつ１日５時間以上 とすること。 イ 常設拠

点の職員が，必ず１名以上出張ひろばの職員を兼務

すること。 ウ 年間を通して同じ場所で実施するこ

と。ただし，地域の実情に応じて開設 後に変更し

てもよいが，子育て親子のニーズや利便性に十分配

慮すること。

左記の中ほど下線部の記載について、こども家庭庁の「地域子育て支援拠

点事業の実施について（実施要綱）（令和6 年3 月30 日）」では、次のよ

うに記載されています。

「公共施設等を活用した出張ひろばを実施することができるものとし、こ

の場合について別途加算の対象とする。」

これは、指定の日数に加え、出張ひろばの開催で加算になるという趣旨か

と思います。

岡山市の場合、仕様書の文面より、週に1～2 日常設会場を閉めて利用者に

とって利便性の高い場所で開催することも視野に入れることが可能という

理解でよろしいでしょうか。

仕様書２ページ ６ 出張ひろば

７ 地域支援

岡山市の「出張ひろば」「地域支援のうちア、イ、ウ、エ」

「地域支援のオ＝複合的な課題を抱える世帯に対して包括的なサポートを

行うために関係機関に適切な連携を行う取組」の3 点について、現在ある

42 拠点のうち、すでに実施されている拠点がありますでしょうか？

あればその具体的な取組など知ることは可能でしょうか。

・出張ひろば：実施していません。

・地域支援 ：おやこクラブへの出前保育等を実施しています。

・地域支援オ：複合的な問題を抱えた家庭からの相談に対し、相談支援包括化

推進員へ相談し、関係機関と連携をとったケースがあります。
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仕様書２ページ ７ 地域支援

オ 複合的な課題を抱える世帯に対して包括的なサ

ポートを行うために関係機関に適切な連携を行う取

組

岡山市の子育て支援行政において、地域子育て支援拠点がどのような関係

機関と連携をとることが望ましいとお考えですか？

可能でしたら、岡山市の重層的支援の枠組みの中で（図式化された）資料

などありましたらお示しください。

愛護委員や民生委員、保健センター、地域子ども相談センター等の子育てを専

門とした機関との連携が望ましいと考えます。

体系図については別紙（１）を参照してください。

仕様書２ページ ７ 地域支援 ア～エ

基本事項に加え，拠点において地域全体で，子ども

の育ち・親の育ちを支援するため，次の取組を積極

的に実施すること。

ア 高齢者，地域学生等地域の多様な世代との連携

を継続的に実施する取組 イ 地域の団体と協働して

伝統文化や習慣・行事を実施し，親子の育ちを継続

的に支援する取組 ウ 地域ボランティアの育成，町

内会，子育てサークルとの協働による地域団 体の

活性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に

行う取組 エ 本事業を利用したくても利用できない

家庭に対して訪問支援等を行うこと で地域とのつ

ながりを継続的に持たせる取組 オ 複合的な課題を

抱える世帯に対して包括的なサポートを行うために

関係機関に適切な連携を行う取組

上記の下線部の記載について、こども家庭庁の「地域子育て支援拠点事業

の実施について（実施要綱）（令和6 年3 月30 日）」では、次のように記

載されています。「地域全体で、こどもの育ち・親の育ちを支援するた

め、地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関や子育て支

援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための以下に掲げるいずれか

の取組を実施する場合に別途加算の対象とする。（以下ア～エについて同

様）、オについては記載なし」加算のある地域支援事業を実際に数年間実

施した経験から、ア～エすべての取組を予算内で「積極的に実施する」こ

と（人材確保の点から）は現実的ではないと感じました。

この場合、岡山市の規定は、今後拠点が向かうべき方向を示すものであ

り、「積極的に実施する」姿勢をもって拠点事業の運営にあたるものと理

解いたしましたが、相違ありませんでしょうか。（オについては次項）

仕様書２ページ ７ 地域支援 ア～エ

基本事項に加え，拠点において地域全体で，子ども

の育ち・親の育ちを支援するため，次の取組を積極

的に実施すること。

ア 高齢者，地域学生等地域の多様な世代との連携

を継続的に実施する取組 イ 地域の団体と協働して

伝統文化や習慣・行事を実施し，親子の育ちを継続

的に支援する取組 ウ 地域ボランティアの育成，町

内会，子育てサークルとの協働による地域団体の活

性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行

う取組 エ 本事業を利用したくても利用できない家

庭に対して訪問支援等を行うこと で地域とのつな

がりを継続的に持たせる取組 オ 複合的な課題を抱

える世帯に対して包括的なサポートを行うために関

係機関に適切な連携を行う取組

上記の下線部「オ」の記載について、こども家庭庁の「地域子育て支援拠

点事業の実施について（実施要綱）（令和6 年3 月30 日）」では地域支援

の中に規定はなく、むしろ、「地域子育て相談機関の設置運営等につい

て」（令和6 年3 月30 日付けこ成環第100 号こども家庭庁成育局⾧通知）

（PDF／459KB）にあるような重要な役割かと感じました。

加算のある地域支援事業を実際に数年間実施し、利用者支援事業を行う事

業所との連携を模索してきた経験から、ア～エにこちらのオを加えたすべ

ての取組を予算内で「積極的に実施する」こと（人材確保の点からも）は

現実的ではないと感じました。

この場合、岡山市の規定は、拠点が向かうべき方向を示すものであり、

「積極的に実施する」姿勢をもって拠点事業の運営にあたるものと理解い

たしましたが、相違ありませんでしょうか。

岡山市は重層的支援体制整備事業の枠組みの一つとして地域子育て支援拠点事業

を行なっています。（こども家庭庁「重層的支援体制整備事業の実施につい

て」（令和5年8月8日））

その中で地域支援については「積極的に実施すること」と規定されており、岡山

市の実施要綱でも「積極的に実施すること」と規定しています。ア～オのうち、

いずれかの取組みを実施する必要があります。
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質問事項

（書類名称・ページ・項目など）
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10

募集要項１ページ （５）契約期間

契約期間は，令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月

31 日までとする。 ※契約期間のうち，令和 7 年 4

月 1 日から令和 7 年 5月 31 日まで は開設準備期

間とし，履行期間は令和 7 年６月１日から令和 8

年 3 月 31 日までとする。 ただし，履行期間にお

ける子育て支援活動の実績を踏まえ，適切な事業運

営が確保できると認められる場合には，次年度も継

続して委託する可能性がある。

次の①②③の懸念があるため、「委託するかどうかの判断の具体的な方法

と、その判断～告知までのスケジュール」をお知らせください。

① 仕様書の「６ 出張ひろば」「７ 地域支援」にあるような地域連携や専

門機関との連携を進めていくうえで、「来年度以降、継続して運営できる

かどうか年度末（以降）にならないとわからない事業所」という立ち位置

は、なかなか連携の輪に入りにくく、さらには複合的な課題を持つ家庭の

支援に必要な情報も得にくいのではないか

② 人材確保の点からも、来年なくなる職場かもしれないというのは良い人

材を充てにくいのではないか

③ 通常、契約内容に変更のない場合、拠点の運営プログラムについては秋

口からスタートして12 月までには年間のスケジュールを策定している。初

年度なので、必ずしもこの通りではないと理解しているが、告知にしても

たとえば4 月の告知内容は１月には確定していたい。

月々の利用状況に基づき、市が設定する基準を満たしているかを判断し、次年度

の委託有無を決定します。

継続・廃止に関わらず、受託者の運営に支障がない時期に告知予定です。
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【役割】 調整困難ケースを関係機関からの受付
ケースの情報整理、関係機関等との連絡調整し会議準備

ケアマネジャー
地域包括支援センター

など

相談支援事業所
相談支援機能強化等

事業所など

保健センター
地域こども相談センターなど

福祉事務所
寄り添いサポート
センターなど

相互
調整

高齢者

随時
相談

【役割】 庁内関係部署への参加調整等

岡山市保健福祉企画総務課調整

対象ケース (2）「相談機関一覧」を作成して役割を見
える化した上で、他機関からの相談を断
らないことをルール化

(3)多機関協働事業

障害者 子育て生活保護
生活困窮者

○連携先が確定しない （協力が得られない）
○適切な支援メニューが決まらないなど

・ワンストップ窓口を作るのではなく、様々な相談機関でこれまで培ってきた各分野の専門性をいかしながら、それぞれの相談機関が連動する体制を推進。
・複数の制度に基づくサービスの組み合わせを調整することで、世帯にとって最適なサービスを提供する。

どの機関に相談があっても、市全体で受け止める相談体制

（４）＜複合課題ケース検討会を開催＞

(1)「つなぐシー
ト」を導入し、世
帯全体の課題把
握と断らない相
談を推進

複合課題を解決するまでの流れ（総合相談支援体制づくり）

相談支援包括化推進員

（５）複合課題解決アドバイザーを配置
（各分野における相談機関の⾧などを選任）

多機関による連動した支援の実施

アドバイザー派遣

調整困難な場合

相互
調整

相互
調整

【役割】 困難ケースへの支援の助言等
【役割】 ・相談支援機関等の役割分担の明確化

・情報共有・支援調整

4
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＜具体的な事業例＞

生涯活躍就労支援事業

支援付就労推進事業

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

○就労準備段階からの訪問支援

マッチング 体験 定着

再調整

再訪問

訪問 進捗管理 生活安定

終
結

終
結

終
結

参加支援事業 【拡充】

○就労先や通いの場とのマッチング
○地域資源へのつなぎ

＜具体的な事業例＞

既存の訪問活動

就労準備支援事業

複
合
課
題
ケ
ー
ス
検
討
会

役
割
分
担
の
決
定

○課題の解きほぐし
○支援機関同士の連携

新たな総合相談支援体制づくり（重層的支援体制整備事業のイメージ）

（
包
括
的
相
談
支
援
事
業
）

各
相
談
機
関
で
相
談
受
付

調
整
困
難
な
複
合
課
題

既
存
の
取
組
か
ら

さ
ら
に
一
歩
先
へ
！

○多分野の活動団体を集めた交流
会開催によるコラボ活動の促進

○定年退職者等の地域活動への参
加を促すための研修会の開催

地域づくりに向けた支援事業
連携ができた場合

（各機関同士で対応）

重
層
的
支
援
会
議

新

＜具体的な事業例＞

地域介護予防活動支援事業

生活支援サービス体制整備事業

地域活動支援センター事業

地域子育て支援拠点事業

協働のまちづくり推進事業

支援付就労推進事業

①福祉的な課題への支援 ②社会とのつながり支援

状況に応じて
再検討

状況に応じて
再検討

支援プランの
作成、評価

（評価項目等）
多機関協働
参加支援

アウトリーチ

新

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

複雑・複合課題を抱えた市民に対して、市の関係課・相談機関が連動して支援を行う ①福祉的な課題への支援
に加え、就労や通いの場など ②社会とのつながりが定着するまでの支援 を実施。

重層的支援体制整備事業

19

多機関協働事業
（相談支援包括化推進員）


